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川崎市放置自転車等の撤去、保管及び返還等実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、放置自転車等の撤去、保管及び返還等に関し、川崎市自転

車等の放置防止に関する条例（昭和６２年川崎市条例第４号。以下「条例」とい

う。) 及び川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（昭和６２年川崎

市規則第７７号。以下「規則」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（用語） 

第２条  この要綱における用語の意義は、条例及び規則で使用する用語の例によ

る。 

（移動命令の方法） 

第３条  条例第１０条第１項に規定する命令は、口頭、警告札（第１号様式）の自

転車等への取付け等により行うものとする。 

（指導及び警告の方法） 

第４条 条例第１１条第１項及び第２７条第１項に規定する指導及び警告は、口

頭、警告札（第２号及び第３号様式）の自転車等への取付け等により行うものと

する。 

２ 規則第６条及び第２２条に規定する期間は、前項に規定する警告札等を取付

けた後、取り外されることなく経過した期間により確認する。 

（撤去の掲示） 

第５条 条例第１２条に規定する立看板等には、次の事項を記載するものとする。 

（１）撤去し、保管場所において保管している旨 

（２）撤去の根拠法令 

（３）撤去年月日 

（４）保管場所の名称及び位置 

（５）保管期間 

（６）引取り時間 

（７）引き取りの際に持参するもの 

（８）費用 

（９）その他必要な事項 

（保管場所） 

第６条 保管場所の名称及び位置は、別表第１に定めるところによる。 

（保管措置） 

第７条 撤去自転車等は、原則として撤去した場所、撤去した日ごとに保管場所に

まとめて保管する。 
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２ 撤去自転車等には、速やかに整理番号を付するものとする。 

（保管場所の返還業務日等） 

第８条 撤去自転車等の保管場所における返還業務日及び業務時間は、次のとお

りとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

（１）返還業務日 火曜日から日曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法

律に規定する休日並びに１月２日、３日及び１２月２９日から１２月３１日ま

でを除く。 

（２）返還業務時間 火曜日から金曜日までの午前１１時から午後７時まで並び

に土曜日及び日曜日の午前１１時から午後５時までとする。 

（自転車等の返還及び撤去保管費用） 

第９条 市長は、規則第１０条第３項に規定する放置自転車等引取申出書の提出

を受けたときは、自転車等の鍵、身分証明書、委任状等を提示又は提出させ、本

人又は代理人であることを確認するものとする。 

２ 放置自転車等引取申出書に基づき、自転車等を確認のうえ、規則第１１条に定

める撤去、保管に要した費用を納付させた後、自転車等を返還するものとする。 

（所有権放棄の申し出） 

第１０条 市長は、撤去自転車等の利用者等から当該自転車等に係る所有権を放

棄する旨の申し出があった場合は、所有権放棄申出書（第４号様式）を提出させ

るよう努めるものとする。 

（利用者が引き取らない自転車等の取扱い) 

第１１条 市長は、撤去自転車等のうち、引取りのない自転車等については、条例

第１４条の規定により売却又は廃棄等の処分をするものとし、売却した場合の

代金については、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推

進に関する法律（昭和５５年法律第８７号）第６条第３項の規定に基づき、市長

が歳計外収入として保管し、放置自転車等の利用者が引取りにきた場合に返還

するものとする。 

２ 前項の規定により売却代金の返還を受けようとする者は、放置自転車等の売

却代金返還申請書（第５号様式）により請求するとともに、条例第１３条に規定

する撤去、保管等の費用を納付しなければならない。 

３ 第１項の廃棄等の処分については、外国への無償供与、公共の業務その他公用

的な業務のために再利用する場合を含むものとする。 

（保管代金の市への帰属） 

第１２条 前条第１項に規定する市長が保管する売却代金は、条例第１２条第１

項の告示の日から起算して６月を経過してもなお返還することができないとき

は、市に帰属する。 
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（市の免責事項） 

第１３条 保管場所において、震災、風水害等の天災その他直接市の責任に帰する

ことができない事故により損害が生じても、市長はその責めを負わない。 

附 則 

この要綱は、昭和６２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

平成２１年１月１日以前に撤去した自転車等の保管及び返還は、平間自転車等

保管所で平成２１年２月１５日まで行う。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１１月２８日から施行する。 

 

 

別表第１（第６条関係） 

自転車等保管所 

 名称 位置 

１ 塩浜陸橋下自転車等保管所 川崎区塩浜 4 丁目 3 番 15 号 

２ 日進町自転車等保管所 川崎区日進町 35 番 3 ほか 

３ 今井西町自転車等保管所 中原区今井西町 1 番 47 号 

４ 坂戸第三京浜高架下自転車等保管所 高津区坂戸 2 丁目 18 番 21 号 

５ 有馬自転車等保管所 宮前区有馬 8 丁目 7 番 1 号 

６ 登戸陸橋高架下自転車等保管所 多摩区登戸新町 345 番地 

７ 上麻生山口自転車等保管所 麻生区上麻生 3 丁目 18 番 12 号 

 


